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目  的 

 

この鹿児島県被措置児童等虐待対応マニュアルは，本県が所管する児童福祉施設等へ

措置等されている子どもの権利擁護という観点から，被措置児童等虐待防止の対策を講

じるにあたり，関係機関等における虐待通告等の受理後の措置や，虐待発生時の施設へ

の指導などについて，児童福祉法（以下「児福法」という。）のほか，こども家庭庁「被

措置児童等虐待対応ガイドライン」に準拠し定めるものである。 

なお，本マニュアル及び同ガイドラインにおいては，次の施設等における取扱いにつ

いて記載するもの。それ以外の施設等については，令和７年８月29日こ成保第503号，７

文科初第1261号こども家庭庁成育局長，文部科学省初等中等教育局長通知「保育所や幼

稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドラインについて（通知）」

を参照するものとする。 

 

 ＜本マニュアル及び同ガイドラインにおいて取扱う施設等＞ 

   児童自立生活援助事業，ファミリーホーム，意見表明等支援事業，妊産婦等生活援

助事業，里親，乳児院，母子生活支援施設，児童養護施設，障害児入所施設，児童心

理治療施設，児童自立支援施設，指定発達支援医療機関，一時保護施設，児福法第33

条第１項又は第２項の委託を受けて一時保護を行う者 

 

第１章 被措置児童等虐待等の定義・種類（児福法第33条の10） 

 

１ 被措置児童等虐待の概要 

被措置児童等虐待とは，施設職員等が，事業を利用する児童，委託された児童，入

所する児童または一時保護された児童に対し，その身体に外傷を生じさせるおそれの

ある暴行やわいせつな行為，ネグレクト，著しい心理的外傷を与える行為等を行うこ

とをいう。 

被措置児童等虐待の防止等（児福法第２章第７節）における「施設職員等」，「被措

置児童等」の範囲は次のとおり。 

 

２ 施設職員等 

施設職員等とは，以下の①から⑤をいう。 

① 児童自立生活援助事業，放課後児童健全育成事業，子育て短期支援事業，一時預

かり事業，ファミリーホーム，家庭的保育事業等，病児保育事業，意見表明等支援

事業，妊産婦等生活援助事業，児童育成支援拠点事業若しくは乳児等通園支援事業

に従事する者 

② 里親若しくはその同居人 

③ 乳児院，母子生活支援施設，保育所，児童館，児童養護施設，障害児入所施設，児

童心理治療施設，児童自立支援施設若しくは認可外保育施設の長，その職員その他
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の従業者 

④ 指定発達支援医療機関の管理者その他の従業者 

⑤ 一時保護施設を設けている児童相談所の所長，当該一時保護施設の職員その他の

従業者又は児福法第33条第１項若しくは第２項の委託を受けて児童の一時保護を行

う業務に従事する者 

 

 ３ 被措置児童等 

   被措置児童等とは，以下の①から④をいう。 

① 以下の事業を利用する児童 

 ・ 児童自立生活援助事業 

 ・ 放課後児童健全育成事業 

 ・ 子育て短期支援事業 

 ・ 一時預かり事業 

 ・ 家庭的保育事業等 

 ・ 病児保育事業 

 ・ 意見表明等支援事業 

 ・ 妊産婦等生活援助事業 

 ・ 児童育成支援拠点事業 

 ・ 乳児等通園支援事業 

 

② 以下の者に委託され，又は以下の施設に入所する児童 

   ・ ファミリーホームの養育者 

   ・ 里親 

   ・ 乳児院，母子生活支援施設，保育所，児童館，児童養護施設，障害児入所施設，

児童心理治療施設，児童自立支援施設若しくは認可外保育施設 

   ・ 指定発達支援医療機関 

 

  ③ 以下の施設等に保護（委託）された児童 

   ・ 一時保護施設 

   ・ 児福法第33条第１項又は第２項の委託を受けて一時保護を行う者 

 

  ④ ②，③については，児福法第31条第１項から第３項，第31条の２第１項及び第２

項並びに第33条第17項及び第18項に定める18歳を超えて引き続き在所期間の延長等

をした者についても含むべきものとする。また，同法第６条の３第１項第１号及び

第２号に定める児童自立生活援助事業を利用する児童以外の者についても全て含む

べきものとする。 
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 ４ 被措置児童等虐待の種類 

  ⑴ 身体的虐待 

    被措置児童等の身体に外傷が生じ，又は生じるおそれのある暴行を加えること。 
 

具 体 例 
 

  

打撲傷，あざ（内出血），骨折，頭蓋内出血などの頭部外傷，内臓損傷，刺

傷，たばこによる火傷など外見的に明らかな傷害を生じさせる行為を指すとと

もに，首を絞める，殴る，蹴る，叩く，投げ落とす，激しく揺さぶる，熱湯を

かける，布団蒸しにする，溺れさせる，逆さ吊りにする，異物を飲ませる，食

事を与えない，戸外に閉め出す，縄などにより身体的に拘束するなどの外傷を

生じさせるおそれのある行為及び意図的に子どもを病気にさせる行為 

 

  ⑵ 性的虐待 

    被措置児童等にわいせつな行為をすること又は被措置児童等をしてわいせつな行

為をさせること。 
 

具 体 例 
 

  

・ 被措置児童等への性交，性的暴行，性的行為の強要・教唆を行う 

・ 被措置児童等の性器を触る又は被措置児童等に性器を触らせる性的行為 

（教唆を含む） 

 ・ 性器や性交を見せる 

 ・ ポルノグラフティーの被写体などを強要する又はポルノグラフティーを

見せる 

 

  ⑶ ネグレクト 

    被措置児童等の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置，

同居人若しくは生活を共にする他の児童による前二号又は次号に掲げる行為の放置

その他の施設職員等としての養育又は業務を著しく怠ること。 
 

具 体 例 
 

  

・ 学校等に登校させない，重大な病気になっても病院に連れて行かない，

乳幼児のみを残したままにするなど 

・ 適切な食事を与えない，下着など長時間ひどく不潔なままにする，適切

に入浴させない，極端に不潔な環境の中で生活させるなど 

・ 同居人や養育家庭等に出入りする第三者，生活を共にする他の被措置児

童等による身体的虐待や性的虐待，心理的虐待を放置する 

・ 他の職員等が子どもに対し不適切な指導を行っている状況を放置する 

 ・ 泣き続ける乳幼児を長時間放置する 

 ・ 視線を合わせ，声をかけ，抱き上げるなどのコミュニケーションをとら

ずに授乳や食事介助を行うなど 
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  ⑷ 心理的虐待 

    被措置児童等に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の被措置児童等

に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 
 

具 体 例 
 

  

・ ことばや態度による脅かし，脅迫を行うなど 

 ・ 被措置児童等を無視したり，拒否的な態度を示すなど 

 ・ 被措置児童等の心を傷つけることを繰り返し言う 

 ・ 被措置児童等の自尊心を傷つけるような言動を行うなど 

 ・ 他の被措置児童等とは著しく差別的な扱いをする 

 ・ 適正な手続き（強制的措置）をすることなく子どもを特定の場所に閉じ  

込め隔離する 

 ・ 他の子どもと接触させないなどの孤立的な扱いを行う 

 ・ 感情のままに，大声で指示したり叱責したりする 

 

 ５ 児童虐待防止法との関係 

  ⑴ 施設職員が行う虐待について 

    児童虐待の防止等に関する法律（以下「児童虐待防止法」という。）に規定する

児童虐待の対象ではないが，児福法に規定する被措置児童等虐待の対象に該当する。 

 

⑵ 里親・ファミリーホームの養育者や施設長について 

    児童を現に監護する者として，児童虐待防止法に規定する「保護者」となること

から，これらの者が行う虐待については，児童虐待防止法に規定する児童虐待であ

るとともに，さらに被措置児童等虐待にも該当する。 

 

  ⑶ 法の適用について 

    児童虐待防止法及び児福法の双方が適用される里親・ファミリーホームの養育者

や施設長による虐待については，行政が措置した児童について措置中もその養育の

質の向上と権利擁護を図るという観点から，措置を行う根拠法である児福法におい

て被措置児童等虐待の対策を講じる旨が定められている趣旨を踏まえ，第一義的に

は，児福法に基づく措置を優先して講じることとする。 

    ただし，万が一，「保護者」に該当する里親・ファミリーホームの養育者や施設

長が虐待を行い，児福法に基づく事業規制等による対応を行っても，十分に対応で

きないような事態が起こった場合は，さらに児童虐待防止法に基づく臨検・捜索等

の対応も可能である。 

    なお，児童虐待防止法第２条に規定する児童虐待であっても，被措置児童等虐待

のいずれかに該当すると考えられるケースについては，児福法に基づく被措置児童

等虐待として通告すれば，別途児童虐待防止法第６条第１項の規定に基づく通告を

要しないものとされている。（児福法第33条の12第３項） 
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第２章 被措置児童等虐待の対応 

 

 １ 通告・届出等に関する体制等 

被措置児童等虐待を受けたと思われる子どもを発見した者については，通告義務が

課せられており，発見した者は速やかに通告受理機関へ通告しなければならない。（児

福法第33条の12第１項） 

発見者が施設職員等の場合であっても同じである。この場合，通告したことを理由

として，解雇その他不利益な取扱いは受けない。（児福法第33条の12第６項） 

また，被措置児童等も，被措置児童等虐待を受けた旨を，届出受理機関へ届け出る

ことができる。（児福法第33条の12第４項） 

なお，児童相談所は子どもを施設等に措置等する際，届出等について子どもに説明

する。 

通告・届出等受理機関（以下「通告等受理機関」という。）は次表のとおり。 

 

発見者からの通告受理機関 被措置児童等からの届出受理機関 

・県子ども福祉課 

・県障害福祉課 

・各児童相談所（中央・北部・大隅・大

島） 

・各地域振興局・支庁・事務所（児童福 

祉所管部署） 

・県社会福祉審議会児童福祉専門分科会 

相談部会 

・市町村（児童福祉所管部署等） 

※児童委員を介して上記機関が通告を

受理することもある。 

・県子ども福祉課 

・県障害福祉課 

・各児童相談所（中央・北部・大隅・大

島） 

・県社会福祉審議会児童福祉専門分科会 

相談部会 

 

 ２ 初期対応 

  ⑴ 通告等受理機関が通告等を受ける際の対応 

   ① 留意事項 

通告等を受理した場合は，まず通告者や届出者に不安を与えないよう配慮する

とともに，正確な事実を把握するため，虐待を発見等した状況等について詳細に

説明を受け，被措置児童等虐待に該当するかどうかなどの判断材料となるよう情

報を整理する。また，被措置児童等虐待を受けているかどうかの確証が得られて

いない状況の場合も，同様に扱う。 

相談を受けた職員は，被措置児童等の状況等相談の内容から虐待が推測される

場合には，その後の対応を念頭において相談を進める。 

匿名による通告や届出，情報提供や連絡であっても，できるだけ丁寧に内容を
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聞くとともに，匿名でも良いことを伝え，安心感を与えた上で，相談者との関係

が切れないように繋ぐことを最優先とする。 

 

   ② 確認事項（通告等受理機関共通） 

被措置児童等虐待通告等受理票（別紙）を活用し，可能な限り詳細な情報を記 

録する。 
 

被措置児童等本人以外の者からの相談・通告 
 

  

・ 虐待を受けていると思われる被措置児童等の氏名，居所（施設名等） 

・ 虐待の具体的な状況（虐待の内容，時期，施設等の対応） 

・ 被措置児童等の心身の状況 

・ 虐待者と被措置児童等との関係，他の関係者との関係 

・ 相談者，通告者の情報（氏名，連絡先，虐待者や被措置児童等との関係等） 

・ 特に，被措置児童等の生命や身体等に危険がないか等の被措置児童等の状況

については，可能な限り詳細に把握する。 

 
 

被措置児童等本人による届出 
 

  

届出受理機関が必ず被措置児童等の安全や秘密を守ることを伝えた上で，以下の

事項について子どもの状況を把握する。 

・ 虐待の内容や程度 

 ・ 被措置児童等に協力してもらえる人がいるか 

 ・ 被措置児童等との連絡方法 

 ・ 可能な範囲で，被措置児童等本人以外の者からの相談・通告を受理する際の

確認事項と同じ事項について把握する。 

 

   ③ 確認事項（児童相談所） 

被措置児童等からの電話により届出があった場合においては，可能であれば被

措置児童等が児童相談所へ来所するよう，あるいは来所できないとしても，児童

相談所から被措置児童等の居所に出向くことを伝え，具体的な段取り等について

相談し，またその際に被措置児童等の意思を尊重して対応することを十分に伝え

る。届出を受理する際には，子どもに二次被害（届出受理機関の職員の配慮に欠

ける対応によって傷つくこと）が生じないよう，配慮することが必要である。 

手紙による届出があった際，子どもが特定できる場合には，子どもの状況を把

握するとともに，可能であれば子どもに連絡を取り，電話等による場合と同様，

児童相談所への来所等について，子どもと相談する。届出をした子どもに施設職

員等に知られたくないというような意向がある場合には，学校の登下校時等に子

どもに接触する等の配慮も必要である。 

被措置児童等が児童相談所に来所等した場合には，被措置児童等の状況や意向

等をよく確かめ，被措置児童等の状況の緊急性に応じて児童相談所においてすぐ
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に一時保護を行う必要があるかなどについて判断する。直ちに一時保護を行う必

要があるとは判断されない場合でも，今後の連絡方法や対応について子どもが理

解できるよう丁寧に説明する。 

 

  ⑵ 通告等受理後の対応 

通告等受理機関である各児童相談所，市町村，各地域振興局・支庁・事務所等は，

通告等を受理した後，速やかに県子ども福祉課（県障害福祉課）へ通知する。 

児童相談所が通告等を受理した場合，緊急的な対応が必要な場合は，直ちに一時

保護等の必要な措置を講じる。 
 

緊急的な対応が必要な場合 
 

  

・ 被措置児童等について生命・身体に危険が及んでいる 

・ 施設等を利用する他の被措置児童等についても危険がある 

・ 被措置児童等が精神的に追い詰められている 等 

 

  ⑶ 通告等及び通知を受理した後の県子ども福祉課（県障害福祉課）の対応手順 

 

 ・ 県子ども福祉課（県障害福祉課）は，通告等及び通知を受けた場合は，速や

かに担当部署の管理職（又はそれに準ずる者）等に報告する。 

・ 本県内児童相談所が担当する被措置児童等に係る通告等及び通知であれば，

速やかに担当児童相談所へ連絡する。 

・ 県外から措置された被措置児童等に係る通告等及び通知であれば，措置を行

う都道府県の知事（担当部署）へ連絡する。 

・ 個別の事案の緊急性等を踏まえ，児童相談所との連携・役割分担など体制を

整備し，被措置児童等の状況の把握や事実確認等を的確に実施できるようにす

る。この際，緊急的な対応が必要な場合は，児童相談所と連携して，直ちに一

時保護等の必要な措置を検討する。 

・ 通告等からは緊急的な対応の必要性が認められない場合にも，速やかに事実

確認を行うための体制を整え，対応方針を立てる。 

 

  ⑷ 被措置児童等が県外からの措置若しくは県外への措置（広域措置）の場合 

通告又は届出を受理した所管行政庁は，被措置児童等が措置児童（児福法第27条

第１項第３号又は第２項に規定する措置が行われている児童をいう。）であるとき

は，措置を行う都道府県の知事（担当部署）へ通告や届出を受理した旨を通知する

必要がある（同法第33条の16の２第１項）。措置を行う都道府県の知事（担当部署）

が先に通告又は届出を受理した場合も，所管行政庁（担当部署）にその旨を通知す

る必要がある（同法第33条の14第１項）。通告又は届出を受けた所管行政庁は施設

等の監督権限（同法第34条の５，第34条の６，第34条の７の３，第34条の７の４，

第34条の７の６，第34条の７の７若しくは第46条の規定に基づく権限又は内部監督
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権限），措置を行う都道府県の知事は被措置児童に係る措置権限（同法第27条）に

基づいて，それぞれ第33条の14第２項及び第３項に規定する措置を講じる「必要を

認める」かどうかの判断を行うこととなるが，この際，措置を講じる必要を認めた

行政庁が必要を認めていない行政庁に対し，同項に基づき措置を講じる必要がある

のではないか確認を行うなど，連携して対応することが求められる。 

 

 ３ 被措置児童等の状況の把握及び事実確認等（児福法第33条の14第１項，第２項） 

県子ども福祉課（県障害福祉課）と児童相談所は協力して，複数の職員による体制

を組むなど，虐待を受けていると思われる被措置児童等の安全の確認を速やかに行い，

事実を的確に把握する。 

通告等及び通知の内容から被措置児童等に対する医療が必要となる可能性がある場

合には，施設等を訪問した際に的確な判断と迅速な対応が行えるよう，医療職の立ち

会いも検討する。 

一時保護施設における虐待の通告等があった場合には，当該一時保護を実施してい

る児童相談所の職員以外の職員が調査を行うことや，事実確認の段階から県社会福祉

審議会児童福祉専門分科会相談部会（以下「相談部会」という。）委員の協力を得る

など，調査の客観性を担保できる体制となるよう配慮する。 

なお，通告等の内容から被措置児童等虐待の疑いが強い場合，県子ども福祉課（県

障害福祉課）は県社会福祉課と協力して，児福法第46条第１項に基づき速やかに立入

検査を実施する。 
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 ○調査の方法の例 

  ・ 虐待を受けたと思われる被措置児童等や他の被措置児童等への聞取り 

  ・ 施設職員等への聞き取り 

  ・ 施設等における日誌等の閲覧 

  ・ 被措置児童等の居室等の生活環境の確認 

 

 ○把握が必要な情報の例 

・ 被措置児童等の状況（被害の訴えの内容，外傷の有無，心理状態等） 

・ 当該被措置児童等に対する施設等の対応（医師の診断等を受けている場

合には治療の状況，当該被措置児童等へ謝罪等を行っている場合にはその

対応状況） 

・ 被措置児童等の保護者等に対する施設等の対応 

・ 施設等から関係機関への連絡の状況（被措置児童等の措置等を行う都道

府県が異なる場合には当該都道府県，事案によっては警察） 

・ 他の被措置児童等の虐待被害の有無 

・ 他の被措置児童等への影響 

 

 ○調査を行う際の注意事項 

・ 全ての被措置児童等や施設職員等に実施するなど，通告者や届出者が特

定できないように十分配慮した方法で実施する。 

・ 子どもからの聞き取りにおいては，配慮に欠けた対応によって傷つくこ

と(二次被害)が生じないよう,子どもの状況や心情に配慮した対応をする｡ 

・ 複数の職員が行う場合は，質問事項をあらかじめ決めておき，職員の間

で差異が生じないように工夫する。 

・ 被措置児童等虐待を受けているかどうかの確証が得られていない状況で

あっても，通告者や届出者をはじめできるだけ詳細に聞き取りを行い，被

措置児童等虐待に該当するかどうか等の判断材料となるよう情報を整理す

る。 

被措置児童等や施設等についての調査により把握した状況と事実を踏まえ，県子ど

も福祉課（県障害福祉課）と児童相談所は，被措置児童等に対する支援方針を検討す

る。 
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 ４ 被措置児童等に対する支援 

事実確認等を踏まえ，被措置児童等虐待の事実が明らかになった場合には，県子ど

も福祉課（県障害福祉課）は児童相談所等と協力し，相談部会等の意見も取り入れな

がら被措置児童等に対し次のような支援を行う。 

 ・ 虐待を受けた被措置児童等の心情等の聴取と事実の説明 

 ・ 当該被措置児童等や他の被措置児童等の心的外傷の状況の把握と対応 

 ・ 必要な場合には当該被措置児童等や他の被措置児童等の措置変更や一時保護 

 ・ 当該被措置児童等や他の被措置児童等に対し，専門機関や医療機関による支

援が必要である場合には，支援を受けられるような条件整備 

 ・ 被措置児童等同士の間での加害・被害等の問題がある場合には，被害を受け

た子どもはもちろん，加害した子どもへのケア 等 

 

特に，緊急に保護が必要であると認められる場合には，虐待を受けた被措置児童等

について直ちに一時保護等の措置講じるとともに，同じ施設等を利用している他の被

措置児童等についても，一時保護等の措置や，加害者として特定された職員を指導か

ら外す等の対応の必要がないかを確認し，子どもの安全を確保する。 

県子ども福祉課（県障害福祉課）は，被措置児童等（虐待を受けた被措置児童及び

必要な場合は当該施設等を利用する他の被措置児童等）への対応方針を検討し，児童

相談所，施設等とよく連携した上で，必要に応じて被措置児童等の保護者に対して対

応方針の説明を行う。 

また，子どもの意見表明や知る権利などにも配慮し，県子ども福祉課（県障害福祉

課）は児童相談所，施設等と連携し，当該被措置児童等や施設職員等に対し，県子ど

も福祉課（県障害福祉課）による事実確認の結果や相談部会での検討の結果及び今後

の対応方針等について，適切にフィードバックを行う。 

 

 ５ 施設等への指導等（法による権限含む） 

   施設等に対する指導等にあたり，県子ども福祉課（県障害福祉課）は，必要に応じ

て県社会福祉課指導監査班とともに以下の対応を行う。 

  ⑴ 被措置児童等虐待に関する検証 

    県子ども福祉課（県障害福祉課）は，被措置児童等虐待の事実確認等を踏まえ，

児童相談所等と協力し，相談部会等の第三者からの意見も取り入れながら，以下の

観点から当該被措置児童等虐待に関する検証を行う。 

 ・ 当該被措置児童等虐待が起こった要因 

 ・ 施設等のケア体制や法人の組織運営上の問題 

 ・ 再発防止のための取組（施設等における関係者への処分,職員への研修,事業

者・施設や法人における組織・システムの見直し等） 
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  ⑵ 施設等への指導方策等の検討 

⑴の検証を踏まえ，施設等や法人に対し，児福法第34条の５，第34条の６，第34

条の７の３，第34条の７の４，第34条の７の６，第34条の７の７若しくは第46条の

規定に基づく権限又は内部監督権限を適切に行使しながら，必要な対応を行う。 

また，県が施設等に対する指導・勧告・命令等を行うに当たっては，法人が，実

際に虐待を行った職員等に対する処分のほか，必要な場合には法人の理事や管理者・

施設長に対する処分等，組織としてどのように対応しているかを踏まえ，行政とし

ての対応を行うとともに，対応後は速やかに相談部会に報告する。 

 

  ⑶ 再発防止策 

    特に，事業者・施設の場合は，引き続き利用を継続する被措置児童等への影響や

事業所職員・施設職員への影響等にも留意しながら，事業者・施設全体として，被

措置児童等の問題が起こりにくい組織・システムとしていくよう支援する。 

 

  ⑷ 児童福祉法による権限規定 

第30条の２ 

 

 

小規模住居型養育事業（ファミリーホーム）を行う

者，里親，児童福祉施設の長，一時保護を行う者に

対する必要な指示又は報告徴収 

第34条の５ 第１項 小規模住居型養育事業（ファミリーホーム）を行う

者，児童自立生活援助事業を行う者に対する報告徴

収，立入検査等 

第34条の６ 小規模住居型養育事業（ファミリーホーム）を行う

者，児童自立生活援助事業を行う者に対する事業の

制限又は停止命令 

第34条の７の３ 第１項 意見表明等支援事業を行う者に対する報告徴収，立

入検査等 

第34条の７の４ 意見表明等支援事業を行う者に対する事業の制限又

は停止命令 

第34条の７の６ 第１項 妊産婦等生活援助事業を行う者に対する報告徴収，

立入検査等 

第34条の７の７ 妊産婦等生活援助事業を行う者に対する事業の制限

又は停止命令 

第46条 第１項 

 

児童福祉施設の設置者，児童福祉施設の長及び里親

に対する報告徴収，立入検査等 

第３項 児童養護施設の設置者に対する改善勧告，改善命令 

第４項 児童養護施設の設置者に対する事業停止命令 
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 ６ 相談部会の体制・対応 

  ⑴ 相談部会の役割（児福法第33条の15） 

 ・ 被措置児童等虐待通告・届出を受けること 

 ・ 県の講じた措置等について報告を受けること 

 ・ 必要に応じ，県に対し意見を述べること 

 ・ 必要に応じ，調査を行うこと 

 

  ⑵ 相談部会への通告等の対応 

    相談部会への通告等の受付けは，県社会福祉審議会児童福祉専門分科会事務局（県

子ども福祉課）で行い，受理された通告等を速やかに委員や県障害福祉課（障害児

入所施設関係の場合）へ連絡する。 

 

  ⑶ 県子ども福祉課（県障害福祉課）による相談部会への報告 

    被措置児童等虐待について，事実確認等や被措置児童等の保護等の必要な措置を

講じた場合には，県子ども福祉課（県障害福祉課）は，以下の事項について相談部

会へ報告しながら引き続き対応を行う。 

・ 通告等がなされた施設等の情報（所在地，施設種別等） 

・ 被措置児童等虐待を受けた又は，受けたと思われる児童の状況（性別，

生年月日，年齢，家族の状況，その他心身の状況） 

・ 確認できた被措置児童等虐待の状況（虐待の種別，内容，発生要因） 

・ 虐待を行った施設職員等の氏名，性別，生年月日，年齢，職種 

・ 県において行った対応 

・ 虐待があった施設等において改善措置が行われている場合にはその内容 

 

  ⑷ 相談部会による意見，調査等 

    相談部会は,必要に応じて県の対応方針等について意見を述べることができる。 

    県子ども福祉課（県障害福祉課）は，施設職員等からの聞き取り内容と被措置児

童等からの聞き取り内容に乖離がある場合，施設等が調査に拒否的な場合，専門的・

客観的な立場からの意見が有効な場合などについて，相談部会の専門的・客観的な

立場からの意見を踏まえて調査・対応を進めることができる。 

    さらに，相談部会は，県子ども福祉課（県障害福祉課）だけでは調査が困難な場

合や，県から報告された事項だけでは不十分な場合等には，必要に応じて関係者か

らの意見の聴取や資料の提供を求めることができる。 
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 ７ 被措置児童等虐待の状況の定期的な公表（児福法第33条の16第２項） 

   県子ども福祉課（県障害福祉課）は，毎年度，被措置児童等虐待の事実確認を行っ

た結果，虐待が行われたと認められた事案について，次の項目を県のウェブサイトに

掲載することにより公表する。この際，適当でないと思われる項目については公表を

差し控えるなど，虐待を受けた被措置児童等や他の子どもへの影響に配慮する。 

○被措置児童等虐待の状況 

 ・ 虐待を受けた被措置児童等の状況（性別，年齢階級，心身の状況等） 

 ・ 被措置児童等虐待の類型（身体的虐待，性的虐待，ネグレクト，心理的虐

待） 

 

○被措置児童等虐待に対して県が講じた措置 

 ・ 報告聴取等，改善勧告，改善命令，事業停止等 

 

○その他の事項 

 ・ 被措置児童等虐待があった施設等の種別（里親等，社会的養護関係施設，

障害児施設等，一時保護施設等） 

 ・ 被措置児童等虐待を行った施設職員等の職種 

   なお，この定期的な公表は，県において，被措置児童等虐待の状況を定期的かつ的

確に把握し，県における被措置児童等虐待の防止に向けた取組を着実に進めることを

目的とするものであり，被措置児童等虐待を行った施設名等を公表して施設等に対し

制裁を与える趣旨ではない。 
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第３章 被措置児童等虐待の予防等 

 

 １ 県の取組 

   県は，施設等における，被措置児童等虐待を予防するとともに，虐待が発生した場

合には再発防止を図るために，施設等が以下の事項に取り組むよう指導する。 

   また，ケアのあり方や権利擁護を図るための取り組み方法などについて，県内の関

係者が共通の認識を持ち，連携を深め，それぞれの地域でよりよいケアが行うことが

できる体制づくりを進めていく。 

   なお，県の監査においては，会計面の監査のみならず，ケアの内容に関しても監査

を実施する。 

 

２ 施設等の取組 

  ⑴ 風通しのよい組織運営 

    被措置児童等の支援には，必ずチームを組んで複数の体制で臨むこととし，担当

者一人で抱え込むことがないようにする。 

    このためには，ケアの体制を考える際に，様々な職種がチームとなって一人の子

どもに対応するシステムとするとともに，被措置児童等の自立支援計画等の見直し

や対応方法の検討が必要な場合には，チームで意思疎通を図りながら行うことが必

要である。 

    被措置児童等の支援に当たっては，個々の職員のケア技術や資質の向上等が求め

られることはもちろんのことであるが，法人の理事会や第三者委員会が十分機能し

ていなかったり，管理者・施設長に職員が意見を言えない雰囲気があったり，又は

子どもに対する不適切な処遇が日常的に行われており，これが当然という雰囲気が

あるなど，組織全体として問題があると，深刻な虐待につながる可能性がある。 

    施設職員等が意思疎通・意見交換を図りながら，子どものケアの方針を定め，養

育内容の実践，評価，改善を進めていくなど，風通しの良い組織作りに努める。 

 

  ⑵ 開かれた組織運営 

    第三者委員会の活用や第三者評価の活用など，外部からの評価や意見を取り入れ

ることにより運営の透明性を高めるようにする。 

    透明性を高めるに当たっては，第三者委員を入れるだけ，第三者評価を受けるだ

け，というようにそれぞれの仕組みをばらばらに使うのではなく，第三者委員が述

べた意見が，法人の理事会，施設の基幹的職員（スーパーバイザー）に伝わる仕組

みを作ることや，それぞれの仕組みで検討した改善事項について関係者が共通認識

をもって，取り組むことなどが重要である。 

 

  ⑶ 施設職員等の研修，資質向上 

    職員の子どもに対する対応方法が未熟であったり，職員が子どもに関する悩みを
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抱え込むことなどが要因となり被措置児童等虐待が起こることがある。職員個人の

主観としては，「子どものため」に行っていることであっても，結果的には被措置

児童等虐待につながってしまうこともある。 

    このようなことが起こらないよう，まず，職員の意欲を引き出し，これを活性化

するための研修や事業者・施設の組織的な運営・体制を整えるための研修が必要で

ある。また，特定の職員が子どもに関する悩みを抱え込むことがないよう，基幹的

職員（スーパーバイザー）が指導することや自立支援計画のマネジメントを実施す

ることなどが必要である。 

    また，県や地域単位で関係者が集まり，研修会の開催やケーススタディ等を行う

ことにより，個々の職員の視野が広がるとともに，関係者全体として，被措置児童

等虐待への対応や予防に関する認識の共有化やノウハウの蓄積が期待できる。 

 

  ⑷ 子どもの意見を踏まえた，子どもの最善の利益を実現する仕組み等 

    社会的養護のもとにいる子どもにとって，児童相談所の措置等によって生活する

ことになった里親家庭やファミリーホーム，施設は，本来，安全な環境で安心して

過ごせる場所である。しかしながら，それまで自己決定の機会が乏しい状況におか

れてきた子どもにとっては，自らの思いを表現することができずに感情を不必要な

までに溜め込んでしまったり，表明したい気持ちの言語化が苦手だったり，自身に

まつわる様々な決定に対してはっきりと不服を伝えられなかったりすることがあ

る。このため，こうした日常生活の場面においても，生活の中で抱く悩みや不満等

についてこどもが自らの意見又は意向を表明できるように支援していく必要があ

る。 

    施設等においては，子どもの意見や意向等を聞き取り，子どもの置かれている状

況を可能な限り説明すること，子どもが自らの置かれた状況や今後の支援について

理解できていない点があれば児童相談所の児童福祉司の協力を得るなどして再度分

かりやすく説明すること，暮らしの環境や日々の過ごし方に子どもの意見を確実に

反映していくこと，子どもが持つ自らの権利や必要なルールについて理解できるよ

う学習を進めることなどが必要である。 

    また，「子どもの権利ノート」等を活用し，子ども自らの権利を理解するための

学習を進めることも重要である。 

    いずれの場合でも，自らの意見を明確に述べることと，「わがまま」を言うこと

は区別されること，権利として主張すべきことと守るべきルールがあることなどに

ついて，子どもがよく理解できるように分かりやすく丁寧に繰り返して説明するこ

とが必要である。これらの取組を進めるためには，施設職員等に対して定期的にこ

どもの権利に関する学習機会を設け，研修を実施することが必要である。 
 

    ※子どもの意見・意向の聴取にあたっては，「こどもの権利擁護スタートアップ

マニュアル」（令和５年12月26日付けこ支虐第224号こども家庭庁支援局長通知）

を参照。 
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別紙 

被措置児童等虐待通告等受理票 
 

受付日時 
令和  年  月  日（ ）午前・午後  時  分 

受理者 
 

（ 電話・ＦＡＸ・手紙・メール・来所 ） 

 

通告内容 

虐待の種類 １ 身体的虐待 ２ 性的虐待 ３ ネグレクト（養育の怠慢・放棄） ４ 心理的虐待 

通告の内容及び子どもの状態  

（虐待の内容，時期，子どもの心身の状態，施設等の対応，特に注意を要する事項について） 

１ 概要 

 

 

２ 経緯 

 

 

３ 子どもの心身の状態 

 

 

４ 施設等の対応 

 

 

５ その他 

 

 

 

子どもについて 

氏 名  男・女 年齢 歳 生 年 月 日  年  月  日 

学 校 等 保育所・幼稚園・（  ）学校・その他 学 年 等  

児 童 相 談 所 中央・北部・大隅・大島 県外（   ） 措置年月日  年  月  日 

施 

設 

等 

名 称  

所 在 地  

代 表 者  担 当 者 名 ・ 職 名  

 

虐待者について 

氏 名  男・女 年齢 歳 生 年 月 日  年  月  日 

児童との関係  役 職 名  

 

通告者（届出者）について 

氏 名  男・女 児 童 と の 関 係  

匿 名 希 望 有・無 所 属 等  連 絡 先  
 


